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D-60 ヒアルロン酸（肝細胞癌） 

 

《令和元年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「慢性肝炎」の病名がない場合、肝細胞癌に対するヒアル

ロン酸は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 「肝細胞癌」では、ヒアルロン酸の測定は、経過観察や治療方針の決定

には参考とならない。 

 


